
　　          （土地調書・物件調書・裁決申請書等の作成）

　　　　　 裁決申請・明渡裁決申立て【起業者→県収用委員会】

　　審　　　理

　権利取得裁決・明渡裁決【県収用委員会】

　補償金の支払い【起業者→土地所有者等】

　権利取得・明渡【土地所有者等→起業者】
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 　　＜知事認定＞

事業説明会【起業者】 

事業認定申請【起業者→知事】 

(手続保留の申立て)※１ 

申請書等の公告・縦覧 

（市町村；２週間） 

公聴会開催請求 

【利害関係人→知事】 

公聴会開催 

意見書提出 

【利害関係人→知事】 

神奈川県土地収用事業認定

審議会の開催 

（手続開始の告示） 

（手続開始の申立て） 
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）
 

事業に反対している、補償額に同意が得られない、所有権に争いがある場合

など話し合いによる解決が困難なとき 

代執行 

土地収用の流れ 

事業認定 

･･･知事の事務 

※２ ※３ 

※１ 本来、裁決申請は１年以内  
  であるが、手続保留を行うこと 
  により、開始を３年以内とする 

※２ 利害関係人より公聴会開催請求書が提出された場合に、公聴会開催が必要となる。 
※３ 利害関係人より意見書が提出された場合で、認定庁が事業認定をする場合には事業認定に   
  異議がある旨の意見があるとき、又は認定庁が事業認定を拒否する場合には事業認定をすべき   
  旨の意見があるときに、土地収用事業認定審議会開催が必要となる。 
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